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町
・
県
民
税
の
申
告
相
談
の
季
節
で
す

◇
申
告
す
る
人

平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、
三
芳
町

に
住
所
の
あ
る
人
。

他
市
町
村
に
居
住
し
、
三
芳
町
に
事

業
所
ま
た
は
家
屋
敷
を
所
有
す
る
人
。

※
町
・
県
民
税
の
申
告
用
紙
は
、
１
月

下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
届
い
て

い
な
い
人
で
申
告
が
必
要
な
人
は
、
住

民
税
係
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
申
告
し
な
く
て
も
よ
い
人

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
で
勤
務
先
か

ら
町
に
給
与
支
払
報
告
書
が
送
付
さ
れ

る
人
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
。

納
税
義
務
者
の
控
除
対
象
配
偶
者
や

扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
人
。

　

た
だ
し
、
納
税
義
務
者
が
単
身
赴
任

な
ど
で
、
町
外
に
住
ん
で
い
る
場
合
は

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
書

印
鑑

ボ
ー
ル
ペ
ン
及
び
計
算
用
具

源
泉
徴
収
票

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
、
生
命

保
険
等
の
領
収
書

※
申
告
す
る
人
が
、
平
成
21
年
中
に
納

め
た
国
民
健
康
保
険
税
と
国
民
年
金
保

険
料
は
、
本
人
の
分
は
も
ち
ろ
ん
、
家

族
の
分
も
含
め
、全
額
が
所
得
税
と
町
・

県
民
税
の
控
除
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

所
得
控
除
の
申
告
手
続
き
の
際
に

は
、
必
ず
領
収
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

　

今
年
も
町
・
県
民
税
の
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
申
告
書

の
提
出
が
な
い
と
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
、
保
育
所
の
入
所
、

ま
た
は
児
童
手
当
等
に
使
用
す
る
証
明
書
が
発
行
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
必
ず
期
間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
期
限
間
近
、
特
に
３
月
８
日
以
降
に
な
る
と
大
変
混
雑

し
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
は
な

る
べ
く
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

税
務
課
住
民
税
係
（
内
線
１
３
２
〜
１
３
４
）

◇
申
告
に
関
す
る
お
願
い

所
得
税
の
確
定
申
告
書
が
送
付
さ
れ

て
い
る
人
は
、
川
越
税
務
署
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

自
分
で
申
告
書
の
記
載
が
で
き
る
人

ま
た
は
源
泉
徴
収
票
の
提
出
だ
け
で
申

告
が
完
了
す
る
人
は
、
郵
送
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

申
告
期
間
中
は
、
職
員
が
会
場
へ

出
か
け
て
い
ま
す
の
で
、
税
務
課
の
窓

口
で
は
申
告
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ

ん
。青

色
申
告
や
分
離
課
税
所
得
（
退
職

所
得
・
株
式
等
の
譲
渡
所
得
を
含
む
）

の
申
告
相
談
は
川
越
税
務
署
で
の
申
告

と
な
り
ま
す
。

 

平
日
以
外
に
も
２
月

日
と

２
月

日
の
日
曜
日
に
申
告
相

談
・
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
対
象
地
域
は
左
表
の

と
お
り
で
す
が
、
両
日
と
も
相

当
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
予
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

期　日
対　象　地　域

会　場
午前９時～11時 午後１時～４時

２月16日 上富１区 上富２・３区

三芳町役場

３階会議室

　　17日 北永井１区 北永井２・３区

18日 北永井１区 北永井２・３区

19日 藤　久　保　１　区

21日 上富・北永井・みよし台

22日 藤　久　保　１　区

23日 藤　久　保　２　区

24日 藤　久　保　２　区

25日 藤　久　保　３　区

26日 藤　久　保　３　区

28日 藤 久 保 ・ 竹 間 沢

３月１日 藤　久　保　４　区

２日 藤　久　保　５　区

３日 藤　久　保　６　区

４日 竹　間　沢　１　区

５日

この期間は、上記の日程に

都合のつかない人が対象に

なります。

８日

９日

10日

11日

12日

15日

町・県民税の申告相談日時および会場

※
簡
易
な
所
得
税
の
確
定
申
告
も
受
け
付
け
ま
す
。

（
給
与
所
得
の
み
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
、
公
的
年
金

所
得
の
み
の
人
な
ど
）

還
付
申
告
を
さ
れ
る
人
へ

所得税の確定申告はお早めに！

税
制
改
正
に
よ
る
平
成

年
度
個
人
住
民
税
の
主
な
改
正
内
容

◇
申
告
す
る
人

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
人

で
、平
成
21
年
中
の
各
所
得
の
合
計
が
、

所
得
控
除
合
計
よ
り
多
い
人
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
で
、
年
末
調
整

さ
れ
な
か
っ
た
給
与
所
得
が
あ
る
人
。

土
地
や
建
物
な
ど
の
不
動
産
、
機
械

な
ど
の
動
産
を
売
却
し
た
人
。

※
確
定
申
告
書
は
ご
自
分
で
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。
税
務
署
あ
て
郵
送
で
も
受

け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た

人
に
つ
い
て
は
、
町
・
県
民
税
や
事
業

税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。　

◇
申
告
会
場

川
越
税
務
署
（
川
越
市
大
字
並
木
452

２
）

◇
申
告
日

２
月

日

〜
３
月

日

※
今
年
の
確
定
申
告
期
間
中
は
、
平
日

以
外
で
も
２
月
21
日

と
２
月
28
日

の
２
日
間
に
限
り
、
川
越
税
務
署
会

場
の
み
で
確
定
申
告
の
相
談
・
申
告
書

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
こ

の
２
日
間
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
予
め
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
こ
の
２
日
間
は
、
東
上
パ
ー

ル
ビ
ル
会
場
で
の
相
談
は
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
願
い
ま
す
。

◇
問
い
合
わ
せ
・
送
付
先

川
越
税
務
署
申
告
案
内
窓
口

　

〒
350

８
６
６
６　

　

川
越
市
大
字
並
木
452

２

申
告
案
内
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
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還
付
申
告
相
談
会
場
で
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

等
が
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申

告
を
２
月
10
日
か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
と
必
要
書
類
（
広
報

み
よ
し
１
月
15
日
号
参
照
）
を
持
参
し
、
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

◇
受
付
内
容　

給
与
所
得
者
で
、
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ

る
方平

成
21
年
中
に
中
途
退
職
し
た
後
、
就
職
し

な
か
っ
た
方
で
、
給
与
所
得
に
つ
い
て
年
末
調

▽
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

対
象
期
間
の
拡
大
、
申
告
不
要　

　

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
が
あ

り
、
か
つ
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い

額
が
あ
る
場
合
に
、
平
成
11
年
中
か
ら
平
成

18
年
中
ま
で
に
入
居
し
た
人
に
加
え
て
、
平

成
21
年
中
か
ら
平
成
25
年
中
ま
で
に
入
居
し

た
人
も
新
た
に
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
（
平
成
19
年
中
及

び
平
成
20
年
中
に
入
居
し
た
人
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。
）

●
住
民
税
か
ら
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額

　

次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
小
さ
い
額

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う

ち
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額

所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
等
の
額
の
100

分
の
５
に
相
当
す
る
額

（
最
高
９
７

５
０
０
円
）

●
手
続
き　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま

で
に
入
居
さ
れ
た
人
は
、
従
来
は
控
除
申
告

書
の
提
出
が
必
要
で
し
た
が
、
平
成
22
年
度

か
ら
は
申
告
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
中
に
入
居
さ
れ
た
人
は
、
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
初
年
度
で

あ
る
た
め
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
確
定
申
告

が
必
要
で
す
。
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
他

に
特
別
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
寄
附
金
控
除
の
拡
大　

　

町
又
は
県
が
条
例
で
指
定
し
た
寄
附
金

が
町
民
税
又
は
県
民
税
の
対
象
と
な
り
ま
し

た
。

▽ 

上
場
株
式
等
の
配
当
等
の
課
税
方
法
の
選

択
制

　

上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所

得
は
、
「
総
合
課
税
」
の
ほ
か
に
「
申
告
分

離
課
税
」
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

整
が
お
済
み
で
な
い
方

所
得
が
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
み
の

方
で
、
医
療
費
控
除
や
社
会
保
険
料
控
除
な
ど

を
受
け
ら
れ
る
方

（注）

〜

以
外
の
内
容
の
人
は
、
東
上
パ
ー
ル

ビ
ル
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
川
越
税
務

署
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
受
付
期
間　

２
月
10
日

〜
３
月
10
日

　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

◇ 

還
付
申
告
の
相
談
会
場　

東
上
パ
ー
ル
ビ
ル

地
下
１
階
（
川
越
駅
西
口
徒
歩
１
分
）

◇ 

問
い
合
わ
せ　

川
越
税
務
署
申
告
案
内
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー　

235

９
４
１
１

～川越税務署からのお知らせ～　e-Tax（国税電子申告・納税システム）をご利用ください。

● 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」か

ら直接電子申告ができます。

● 本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申

告をe-Taxで行うと、最高5,000円の所得税の税額控除を

受けることができます。（平成19年分又は平成20年分で

この控除を受けた人は、受けられません）

● 所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書

や源泉徴収票等は、提出に代えて、記載内容を入力して

送信できます。（確定申告期限から３年間、添付書類の

提出又は提示を求められることがあります）

● e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。

（３週間程度に短縮）

＊もっと詳しい情報は、e-Taxホームページへ
　http://www.e-tax.nta.go.jp

　利用開始の手続、ご利用時間、パソコンの環境、

 e-Taxソフトの操作方法、よくある質問（Ｑ＆Ａ）な

ど、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしてい

ますので、ご利用前にぜひご覧ください。

＊申告案内コールセンターもご利用ください。
　申告案内窓口（ 235 9411）自動音声応答に従い、

「０」番を選択してください。

● 開始届出書をオンラインで提出した場合、ID・パスワ

ード利用者識別番号等が即時に発行されます。

● e-Taxは、所得税の確定申告期間中、24時間受付を行っ

ています。

　e-Taxは、これまで書面で行われていた、所得税・法人税・消費税などの申告や法定調書の提出、納税証明書の交付

請求、電子申告・納税等開始（変更）届出などについて、インターネットを通じて手続きが行われるものです。また、

納税についても、全税目についてペイジ一対応のインターネットバンキングやＡＴＭなどを利用して行うことができます。


